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自然環境部会便り                         ２０１５．７．１６ 
 
 群馬県環境アドバイザー第１０期の登録も一段落し、自然環境部会にも６月１０日時点で４７名が登録

されました。先日 有志が集まって第１回例会を開きましたので報告いたします。 

参加者１１名 

 

第１回自然環境部会例会  平成２７年７月１１日（土） 前橋元気２１にて 

 

議題（案） 

１．開会の挨拶 

２．出席者の自己紹介 

３．部会登録者について 

４．代表の選任について 

５．活動計画について 

６．会則制定について 

７．次回日程について                     以上 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

◎次回例会のご案内 

平成２７年９月１２日（土）１０時より 

前橋市市民活動支援センター（元気２１）会議室 

  群馬県前橋市大手町二丁目 12 番 1 号 027-898-6510 駐車場あり 

議題（案） 

１．開会の挨拶 

２．代表の選任について 

３．活動計画について 

４．会則制定について 

５．その他     

 

以下、議事録です。 

 

自然環境部会 第１回例会議事録                    ２０１５．７．１１ 

 前橋市市民活動支援センター（元気２１）にて 

 

１． 開会の挨拶 

田中より「第１０期が始まり、各地での説明会や幹事会も開かれているが、自然環境部会につい

ては前部会長だった宮崎氏が環境アドバイザー登録をしなかった事もあり立ち上がりが遅れている。

会員名簿を県から入手したので僭越ながら私が呼びかけ人となり今日の会を開いた」。と説明。 

２． 部会登録者について 

入手した名簿によると全登録者は４７名であった。コピー配布等禁止という事で回覧のみとした。 
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３． 出席者の自己紹介（内容は省略） 

藤森、岡田、田中（高崎）松井、宗、酒井（前橋）、飯塚（太田） 

鈴木、鹿沼（みどり）吉澤（安中）、鈴木（前橋・オブザーバー）１１名 

４． 代表の選任について 

 県との窓口を一本化する意味でも早急に決めたい。ただ本日の会議は部会員全員に呼びかけた物

ではないので正式決定とするのは難しい、との発言もあった。正式には次回例会の案内で「代表選

任」を議題として予め知らせ、その席で正式に決定する事として今回は代理（厳密には代行）とし

て専任する。全員の意見を聞き、田中が部会長代行と選任された。 

５．活動計画について 

  ・定例会合の時期と場所 

  ・情報伝達方法について（定例通知、電子メール、FAX、経費の問題） 

  ・環境保護活動の実践活動 

  ・研修、自己啓発活動 

  ・その他 

 

  ◎会議の場所と時期：予め定まっている方が良いと言う意見多数。また今回（土曜日）参加可能な人が

多かった事から１回／２月で、奇数月の第２土曜午前・前橋元気２１、開催を原則としたい。次回は

９／１２の１０時から会議室を借りられた。それ以降はまだ予約不可。 

  ◎連絡手段：全４７名の内電子メールアドレス（携帯メール含む）公開が 

３４名、ＦＡＸ番号公開が４名、電話７名、非公開２名となっている。 

毎月２０日までに県サポートセンターに会議等の予定を送れば部会員全員に郵送されます（定期便）。

ただタイミング的に近い予定についての連絡はできません。ｅ－メールでの無料・即時連絡可能は３

４名ＦＡＸで即時連絡可能で計３８名となります。電話連絡なら更に７名に緊急連絡が可能です。 

・今回はこの（ｅメール＋ＦＡＸ）３８名に呼びかけました。 

従って全会員への連絡は７月末に送られる「定期便」となります。 

  ◎会としての活動計画については色々な意見が出ました。 

   正式には次回９／１２の会議で決めたいと思います。 

一昨年まで行っていた高山村共有林の下刈りなどの手入れ活動については宮崎前部会長と現地との

話し合い等について経緯が良く解らないので田中が宮崎氏と直接話し合い状況を把握する。従来の

様な活動が必要か、或いは場所・内容を変えて行うか等について意見交換する予定。 

  ◎みどり市の会員からカッコソウ、クリンソウの保護・植栽活動の話があり、来年春に会の行事として

実施しては？という話になった。アドバイザー全員に呼びかけて一定の人数が集まれば県にバス提供

を要請できるとの話もあり。 

  ◎その他色々な話題が出ましたが、次回の会議で決定する事になった。 

   

６．会則制定について：議論に至らず 

７．次回日程について 

◎前述の如く、９月１２日（土）１０時より前橋元気２１にて 


